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若年性認知症本人交流会

～福岡県若年性認知症サポートセンター１年間を振り返って～

「共生社会の実現を推進する為の認知症基本法」を知ろう‼

受託法人 ：特定非営利活動法人たすけ愛京築

メール ホームページ

令和６年 3月 12日（火）にえーるピア久留米（筑後地域）で開催しました。当事者 4名、家族 4名、支援
者 12名、計２０名が参加されました。終始和やかに過ごされておりました。

参加者の感想

当事者同士で話している様子を見るとみなさん生き生きと自分らしい姿でいるのが印象
的でした。なかなかご本人やご家族のお話を聞く機会がなかったので参加できて良かっ
たです。

今日も楽しかったです。新しい行事も期待してます。

ご家族の方々と一緒にお話させていただきました。悩みを共有できるこのような機会を
もっと増やしていただけると救われる人が増えるのかなと思いました。

支援者

本人

令和５年度　相談件数は１８０件でした。（2月末日現在）

今年度も福岡県若年性認知症サポートセンターの事業へ御協力いただきありがとう
ございました。2025年まで余すところ１年となりました。皆様の大切な人が「認知症」
になっても自分らしく共に過ごす事ができるような地域となるよう願っています。

１月１日に施行されて約３か月がたとうとしています。この基本法の中には若年性認知症や、その他の認知
症の人のやりたいことやできることに応じて就職などができるよう、雇い主の事業者に対して若年性認知症
の人や認知症の人の就労についての啓発（これまで知らなかったりわかっていなかったことに気づき、わかっ
てもらうこと）や知識を広めるなどの必要な施策についても明記されています。

支援者


